
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

  

     皐月。風薫る爽やかな季節となり、各町で

は は自治会等の総会が開催され、新役員のもと 

    平成２９年度の事業が始まっています。４月

に発足した自治協も第１回理事会を行い、新しい 

まちづくりをスタートさせました。 

今号から、理事会の内容や決定事項などをお知らせ 

していきますので、各事業の開催日時や内容をご確認

され、皆さんの積極的なご協力をお願いします。 

輝っと さきべ 
キ  ラ 

平成２９年度の主な事業 

 ７／ ９(日)  世代間交流ニュースポーツ大会（生涯学習部会・青少年部会） 

 ９／１０(日)  崎辺地区親睦球技大会（総務部会・生涯学習部会） 

１１／１２(日)  第５回崎辺地区公民館まつり（公民館まつり実行委員会） 

          【総務部会・生涯学習部会・青少年部会・保健福祉部会等、全町役員】 

１１／２５(土)  生涯学習リーダー研修会（総務部会） 

 １／２８(日)  新春のつどい（総務部会） 

 

※ この他に、各部会において計画された活動については、理事会で検討・承認 

された「新規事業」として、積極的に実施する方向で進めていきます。 

住民の皆さんの「まちづくりに関する意見や要望」を、ぜひ各町の役員さん方へお伝え

ください。素晴らしいアイディアが提起され、【住みよいまち“さきべ”】が創られていく

ことを願っています。 

崎辺地区自治協議会だより 
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発行日 : H29. ５.2２ 

事務局：崎 辺 地 区 公 民 館 内 

場 所：佐 世 保 市 十 郎 新 町 ３ 番 ７ 号 

☎  ：(0956)  ２７ － ２１７０ 

E-mail：s a k i b e - z i t i @ t v s 1 2 . j p  

【 お詫び 】 №１・№２に掲載していた 

アドレスに間違いがありました。正しくは

上記のアドレスです。 

理事会報告 
５月１９日(金)、第１回理事会を行い、次のような

内容が話し合われましたので、報告いたします。 

(1) 定例理事会は、毎月第３金曜日の１０：００から崎辺地区公民館で行う。 

   ※ 出席できない理事は、規約に基づき「代理受任者」を出席させることができる。 

(2) ７月９日(日)に行う「世代間交流ニュースポーツ大会」の出場者名簿を６月１６日(金)までに

事務局へ提出する。大会の実施要項は、各町班回覧する。 

(3) 自治協議会の【一斉合同部会】を、６月２２日(木)１９時より 崎辺地区公民館で開催する。 

(4) ９月に実施する「親睦球技大会の監督会議」を、７月１日(土)の１９時から崎辺地区公民館で

開催する。 

(5) 崎辺地区公民館下の土地利用について、佐世保市へ要望書を提出する。 
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平成２９年度の総会が開催されました！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【十郎新町町内会総会】 

４月には、５か町の自治会・公民館・町内会の定期

総会が開催され、平成２９年度の役員選出や年間活動

計画等の承認がなされ、本格的な活動が始まったよう

です。各町から提出された「世帯数調査票」に基づい

て、自治協としても班回覧配布物数や連絡体制等の準

備を進めています。 

十郎新町町内会では、伝統の夏祭りや新春文化の集

いなどの特色ある活動が行われています。 

【東浜町１組自治会総会】  各町では、安心安全なまちづくりを進め、町民の

親睦を深めるために、さまざまな行事が計画されて

います。地域コミュニティ推進事業の大きな柱の一

つである「町内会の活性化」を図るためにも、まず

は自分が所属する町内会(自治会・公民館)の活動に

参加し、地域の人々の絆を創りあげることが大切で

す。積極的に参加していきましょう！ 

 東浜町１組自治会では、公会堂床の改修工事や

長机などの備品整備などに取り組まれています。 

 

【西天神町公民館総会】 

 加入世帯数２００２という大所帯の町内会組織

である「西天神町公民館」では、１２０名を超える

方々の出席により、総会が開催されました。公民館

創立５０周年の節目を昨年終え、安全な生活ができ

る整備を重点的に実施されています。 

 また、婦人部による計画的・献身的な活動や毎月

発行し全所帯に配布されているカラー刷りの「公民

館だより」も特色ある活動です。 

事務局って、どんな仕事をしているの？ 

 これまでもご説明してきたように、昨年までは「崎辺地区町内連絡協議会」で地区内５か町の

現状や課題を話し合ったり、各行事の計画を立てたりしていました。また、「崎辺地区生涯学習

推進会」では、地区住民の親睦を図ったり協力してまちづくりを進めるために、各行事の運営や

市への事業報告などを行ってきました。 

 自治協になった今年からは、事務局がそれらの業務を担当し、２名体制で「理事会」「各行事」

のお世話を進めているところです。事務局員の勤務は基本的に週三日（水・木・金）で 9:00～

16:00 となっています。自治協について、質問やご用があられる方は、電話やＥメールでお尋

ねになるか、崎辺地区公民館事務室内事務局へおいでください。お待ちしています。 

 


